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令和 5年 10月西辛川町内会議事録 

日時 ： 令和 5年 10月 22日（日曜日） 10：00～11：45 

出席者（欠席者🔳）  11 名（ 3名欠席） オブザーバー 1 名 

会長 二嶋 崇夫                                                         

副会長 市川 俊則                                                    

副会長 湯浅 克司                                                       

      久山 雅子                 秋山  健二                      

      三宅  直哉                 赤木  渉                        

      川端 理香         和田  幸資                     

      岡崎 彰夫           市原  京子                            

      植田 鈴子         市原  将                          

      蜂谷 一時                         

 電子町内会 オブザーバー  原田 邦明           

議事録の承認 

議事録は、原則次回開催の評議員会において、回覧により承認のこととします。 

議事内容(周知事項) 

1） 11月 19日（日） 一宮わくわくふれあい広場 場所：中山小学校  時間：10時～15時 

2） 11月 26日（日） 四国往来清掃活動 集合場所：吉備津彦神社駐車場 時間：9時から 

3） 11月  7 日（火） （自転車）交通安全指導 場所：一宮駅前 時間：16時から 

4） 吉備津彦神社秋季大祭を中止した地区の把握 
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議事内容 

 

敬老会記念品の贈呈について 

    岡山市から「敬老会記念品」が、10月 18日に届き、各地区の担当者より対象の方へお届けしま 

した。ご協力ありがとうございました。 

（今年度は、志満秀の煎餅） 第 74回 岡山市敬老会 

 

プラスチック資源の分別回収について（再度周知） 

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行を受け、岡山市では来年 3月から分別 

回収が始まります。詳細等については、岡山市の広報誌、テレビ放送による周知、ごみ分別アプリ 

等により周知活動が予定されています。 

西辛川では、毎週月曜日を「プラスチック資源」回収日に指定予定で、資源化物回収と異なるこ 

とや、普段利用している 可燃ごみ、不燃ごみ のゴミステ-ションを利用します。 

 

西辛川町氏神さまの八幡宮について 

  「八幡宮秋季大祭」は、9月 14日を起点としていることから、毎年 9月に神事を行い、西辛川町 

内会へ管理を委託されている 大池グランド を有効活用し、「西辛川秋季大祭」（仮称）が開催で 

きないものかと検討会を立ち上げ、実現に向けて意識付けを行った。 

 

助成金交付について 

 各地区から交付金振込について賛同いただき、今期「口座振込依頼書」の提出を受け、次期交付

金からは現金交付を取りやめ、口座振込とすることとした。 

 

評議員からの意見・要望報告について 

  山際地区 

秋季大祭にあたり山車（だんじり）の保管倉庫の損傷がひどく、修繕が必要だと思うが、町内会と 

してどのような対応があるのか。 

⇒山車（だんじり）の保管については、各地区に委ねていることから、町内会としての対応は特段 

考えていない。修繕等については、各地区において対応願いたい。 

 

中村南地区 

一宮西踏切において、通行規制標識を問題視（軽四・小特通行可）、地元では軽四で利用して 

いる人はほどんどいないが、正月時期に他府県ナンバ－で通行するも道幅が狭く、民家のフェンス 

を傷つける事象が発生、その後も宅配業者が立往生したり脱輪、また大型バイクが転倒するなど事 

故が絶えない。 

⇒本日（評議員会開催日）会議終了後、現地を確認し関係管轄部署（本件は、西警察署）へ陳情 

もしくは嘆願対応を検討する。（当該地区から陳情（嘆願）書を作成し、町内会長の奥書を添え提 

出） 
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次回の会議 

令和 5年１2月２4日（日）、西辛川公会堂にて開催。（11月期は、四国往来清掃活動に評議員全員参加 

のため、休会とする。） 

会長承認 

 


